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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

基本的な考え方

当社は、株主を含むステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを積極的に行い、より良い関係を築くことで信頼を確保します。また持続的な
企業価値の向上のため、経営の健全性や透明性、効率性を高め、社会全体から信頼される企業集団を目指して、コーポレートガバナンスの構築
に努めます。

基本方針

１．株主の権利行使が適切に確保されるよう配慮し、実質的平等性を確保します。

２．ステークホルダーの皆様と適切な協働に努め、相互繁栄を目指します。

３．適時適切な情報開示を行い、透明性のある経営を確保します。

４．取締役会、監査役会はその役割、責務を正しく理解し、適切に遂行します。

５．株主の声に耳を傾け、建設的な対話を行います。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

補充原則１－２－４ 議決権の電子行使対応および招集通知の英訳

当社は、議決権を有する株主数が約7,200名であるため、電子的行使の対応につきましては、必要に応じて検討してまいります。また招集通知の
英訳については、外国人投資家株主数比率が約1.03％であるため、行っておりませんが、今後の株主構成等を勘案し、必要に応じて検討してまい
ります。

原則１－４　政策保有株式

持続的な企業価値の向上と資本業務提携先との取引関係の維持、強化のため、原則として株式を保有していく方針であります。

この方針の下、個々の政策保有株式の継続保有の有無については、保有目的が継続されているか、また経済合理性を精査し、取締役会におい
て適宜見直しを図ってまいります。

また議決権行使基準については、一般株主と同様に議案を精査し、必要に応じ株主として当該会社と対話を行い、議決権を行使いたします。

原則２－４　女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保

当社は、女性社員の活躍が会社の持続的な成長を確保する上での強みとなることを認識しておりますが、事業の特性上、まだ推進できておりませ
ん。女性社員の活躍を推進できる職場環境づくりを前向きに検討してまいります。

原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社は、企業年金の規模等を勘案し、現在は専門的人材の配置は行っておりませんが、運用機関に対するモニタリングを通じて、アセットオー
ナーとしての機能を発揮できるよう、取り組んでまいります。

原則３－１　（５）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

個々の取締役・監査役候補者の選任理由については、株主総会招集通知に記載しております。

取締役・監査役の解任は、株主総会決議において決定されます。株主総会招集通知に理由が記載されます。

補充原則３－１－２　英語での情報開示

外国人投資家株主数比率が約1.03％、株式数比率が約5.40％であるため、英語での情報開示は行っておりませんが、今後の株主構成等を勘案
し、必要に応じて検討してまいります。

補充原則４－１－２　中期経営計画の公表

当社では、競争戦略上の観点から、中期経営計画を公表しておりませんが、取締役会において、事業戦略や計画の承認、進捗状況や分析結果
についての報告を行い、監督することとしております。

補充原則４－１－３　後継者計画

当社は、最高経営責任者等の後継者計画は最重要課題と考えており、今後取締役会において、検討を行ってまいります。

原則４－２　取締役会の役割・責務(2)

取締役会は、経営陣幹部からの健全な提案を歓迎し、そうした提案について独立した客観的な立場において十分な検討を行い、承認した提案が
実行される際には、経営陣幹部の意思決定を支援しております。

また、経営陣の報酬については、会社の業績や個人の評価を十分反映させておりますので、今のところインセンティブ付けは考えておりません
が、将来に向け、検討を開始してまいります。

補充原則４－２－１　経営陣の報酬



当社経営陣の報酬は、毎年定時株主総会後の取締役会において議案として掲げ、決定しております。

なお、報酬制度の設計、中長期的な業績と連動する報酬の設定については、これから検討を重ねてまいります。

原則４－８　独立社外取締役の有効な活用

当社は現在、独立社外取締役は１名でありますが、当社の事業環境を理解した社外の適任者を選任できるよう、引き続き努力してまいります。

補充原則４－10－１　任意の諮問委員会設置による独立社外取締役の適切な関与・助言

当社は任意の諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会にて十分審議し、適宜社外取締役の適切な関与・助言を得て取締役会の機能の独
立性・客観性を強化するよう、努めてまいります。

原則４-11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件

当社取締役は、各人がその役割・責務を確実に果たすため、多様な知識・経験・能力をもつ者で構成されており、全体としてバランス良く選任され
ております。また、監査役には、財務・会計に関する適切な知見を有している者が1名以上選任されております。取締役会の実効性については、社
外取締役及び社外監査役で構成されている社外役員連絡会において、分析・評価を行い、その結果は取締役会に報告されております。今後、取
締役会独自で自己評価を実施することを検討してまいります。

補充原則４－11－３　取締役会の実効性についての分析・評価

取締役会の実効性について、社外取締役及び社外監査役で構成されている社外役員連絡会において分析・評価を行い、その結果を取締役会へ
報告、取締役会は独自の自己評価を実施の上、その概要を開示する方向で検討してまいります。

原則５－２　経営戦略や経営計画の策定・公表

当社は単年度の数値目標を公表しております。

また経営計画における、将来の業績への影響が予想される事項等の各種情報は、適時開示を行っております。

経営戦略については、決算説明会及び投資家向け会社説明会において発表するとともに、当社ホームページに開示しております。

http://www.ndc-group.co.jp/ir/library/ir_results/index.html

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

原則１－４　政策保有株式に係る議決権行使基準

一般の株主と同様に議案内容を精査し、必要に応じ株主として当該会社と対話を行い、議決権を行使いたします。

原則１－７　関連当事者間の取引

当社は、関連当事者間の取引が、会社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役会規程により、役員による関連当事者間取引を決議事
項としております。なお、当該役員は特別利害関係人として当該決議の定足数から除外しております。

原則３－１　情報開示の充実

（１）社是、経営計画

当社は社是を採用し、当社ホームページにて開示しております。

経営計画における、将来の業績への影響が予想される事項等の各種情報は、適時開示を行っております。経営戦略については、決算説明会及
び投資家向け会社説明会において発表するとともに、当社ホームページに開示しております。

http://www.ndc-group.co.jp/ir/library/ir_results/index.html

（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

上記１基本的な考え方のとおりであります。

（３）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続

取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会の決議により
決定することとしております。

以上については、有価証券報告書に記載し、開示しております。

（４）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続

取締役会が、人格・識見・能力等を総合的に勘案し、適任であると判断した者について、取締役・監査役候補、執行役員、部門長の指名、選任を
それぞれ行っております。

個々の取締役・監査役候補者の選任理由については、株主総会招集通知に記載しております。

取締役会が、総合的判断に基づき、不適格であると判断した経営陣幹部については、解任を行います。

補充原則４－１－１ 取締役会の役割・責務

取締役会は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、定款及び当社取締役会規則にて定められた決議事項、経営にかかわる重要
事項についての意思決定を行うとともに、取締役及び執行役員の職務執行を監督することをその役割としております。これら重要事項以外に関す
る意思決定は、執行を行う取締役及び執行役員に委任することにより、迅速化に努めております。

取締役は原則として株主から、会社の経営全般を任されておりますが、その委任の範囲については、取締役会規則、業務分掌規程、決裁権限規
程により定められております。

原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

当社は、会社法に定める社外役員の要件、および東京証券取引所の定める独立基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。

今後、社外取締役を選任する場合は、当社事業を理解した社外の適任者でかつ率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社
外取締役の候補者として選定いたします。

補充原則４－11－１　取締役の選任に関する方針

当社取締役会は、社内及び社外から、人格・識見・能力等を総合的に勘案し、適任であると判断した者について、取締役候補者に指名し、株主総



会で選任されております。

補充原則４－11－２　取締役・監査役の兼任状況

当社取締役・監査役は、現在、他の上場企業の役員兼任はなく、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を当社の業務に振り
向けております。非上場会社の兼任状況については、有価証券報告書、事業報告、株主総会招集通知で開示しております。

補充原則４－14－２　取締役・監査役に対するトレーニングの方針

当社取締役は、執行役員・部長・支店長の段階で、各自が必要な知識習得のため、適宜必要な外部研修、セミナー等を受講できるよう、費用面を
含め会社が支援する体制となっております。取締役就任後も同様に継続されております。

また当社監査役についても、積極的に講習会、勉強会に出席し、知識習得、役割・責務の理解促進に努めております。

原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針

当社の株主との建設的な対話を行うための体制整備、取組みは、次のとおりです。

１．株主との対話については、管理本部長が統括しております。

２．株主から対話の申し入れがあった場合は、管理本部長が代表取締役、ＩＲ担当部門等と対応方法を検討し適切に対応しております。

３．ＩＲ担当部門は、管理本部長と協議の上、面談以外の方法として、投資家・アナリスト向け決算説明会を実施するとともに、その内容をホーム
ページで開示しております。また個人投資家に対しても、ＩＲのイベントに参加し、会社説明会等を実施しております。

４．ＩＲ活動で得られた株主、アナリストからのご意見等は、管理本部長又はＩＲ担当部門長より、取締役会、経営委員会に報告され、企業価値向上
に積極的に活用しております。

５．株主との対話における内部情報の管理については、情報開示、インサイダー取引防止の社内規程等により適切に行っております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

綜合警備保障株式会社 1,100,000 15.71

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 397,600 5.67

日本ドライケミカル取引先持株会 363,400 5.19

株式会社初田製作所 200,000 2.85

新日本空調株式会社 192,000 2.74

沖電気工業株式会社 178,000 2.54

株式会社吉谷機械製作所 160,000 2.28

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 156,900 2.24

ＢＮＹＭ　ＲＥ　ＢＮＹＭＬＢ　RE　ＧＰＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＭＯＮＥＹ　ＡＮＤ　ＡＳＳＥＴＳ　ＡＣ 147,800 2.11

日本ドライケミカル従業員持株会 140,200 2.00

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

大株主の状況につきましては、2020年９月末日現在で掲載しております。

株式会社日本カストディ銀行（信託口）の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は374,400株であります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は69,800株であります。

当社は、自己株式180,624株を保有しておりますが、上記の大株主より除外しております。

割合（％）は自己株式を控除して計算しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員

数
500人以上1000人未満



直前事業年度における（連結）売上高
100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数
10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

海 老 根　洋 一 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

海 老 根　洋 一 ○

株式会社イシグロの参与であります。

当社と海老根洋一社外取締役兼職先との
間には、工事部材等仕入の取引関係があ
ります。また当社と海老根洋一社外取締
役個人との間には、特別の関係はありま
せん。

社外取締役の海老根洋一氏は、独立した有識
者という立場から取締役会の一員として重要な
意思決定に参画いただき、経営に関する監視
機能という役割を遂行していただけるものと判
断したこと、また社外取締役に相応しい豊富な
経験と実績に加え、幅広い知識を有しており、
選任しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】



監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

(1)監査役・会計監査人・内部監査室による三様監査連絡会議を、原則として四半期に１回開催し、相互に情報交換、意見交換を行っております。

(2)会計監査人、内部監査室と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努

めております。

(3)常勤監査役は会議にかかわらず、会計監査人と情報交換、意見交換に努めております。

(4)可能な限り会計監査人が実施する往査に同行する等、適切な連携関係の保持に努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され

ている人数
2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

渡 慶 次　憲 彦 他の会社の出身者 ○

紀 陸　保 史 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

渡 慶 次　憲 彦 ○

株式会社ＨＬＳグローバルの代表取締役
であります。

当社と渡慶次憲彦社外監査役兼職先との
間には、特別の関係はありません。

また当社と渡慶次憲彦社外取締役個人と
の間には、当社株式の保有という資本関
係を除き、特別の関係はありません。

社外監査役の渡慶次憲彦氏は、長年にわたる
経営者としての豊富な経験と幅広い知識、また
財務及び会計に関しても相当程度の知見を有
しており、当社の監査業務の遂行に適任である
と考え、選任しております。



紀 陸　保 史 ○

ダイヤオフィスシステム株式会社の顧問で
あります。

当社と紀陸保史社外監査役兼職先との間
には、特別の関係はありません。

また当社と紀陸保史社外取締役個人との
間には、当社株式の保有という資本関係
を除き、特別の関係はありません。

社外監査役の紀陸保史氏は、長年にわたる経
営者としての豊富な経験と幅広い知識があり、
当社の監査業務を遂行する上で、適任であると
考え、選任しております

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する

施策の実施状況
実施していない

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会の決議により

決定することとしております。従って、取締役へのインセンティブ付与は行っておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役については報酬の総額を開示している。監査役については報酬総額を開示し、また社外監査役の報酬総額も開示している。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会の決議により

決定することとしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

現時点では、社外役員の職務を補助する使用人は配置しておりません。

監査役の職務遂行については、内部監査室の使用人が監査役と連携して効率的な監査を実施しております。

なお、社外役員から求めがあった場合には、補助使用人を速やかに配置します。

取締役会の議案については、管理本部長又は総務人事部長が社外役員連絡会を招集し、事前に資料説明を行い、あらかじめ十分な検討ができ
るよう対応しております。

その他の重要な事項については情報の伝達、資料送付、意見の聴取、調査・情報収集のサポートなどを行い、常に有効な監査環境の整備に努め
ております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）



(1)取締役会は、取締役７名で構成され、原則として毎月１回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上

の意思決定を行える体制としております。監査役は定時取締役会及び臨時取締役会に出席しております。

(2)企業統治体制を効率的かつ機能的な組織とするため、常勤取締役他が出席する経営委員会を毎月１回以上開催し、取締役会付議事項等重

要事項の審議を行っております。

(3)また、原則四半期に１回以上内部統制委員会を開催し、不正、不都合の防止、法令遵守のための施策及び行動指針の策定、並びにその実施

状況の確認を行っております。

(4)業務執行については、代表取締役社長が当社グループを統治し、各取締役は統轄・担当部門の執行責任を負うこととしております。

(5)監査役会は、社外監査役２名を含め３名で構成され、原則毎月１回開催し、取締役会等重要な会議に出席し意見を述べるとともに、監査の方針
等に従い、取締役等からの事業の報告の聴取、重要な書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施しております。こ
のほか、内部監査室や会計監査人と意見交換を行い、取締役の職務遂行を監視できる体制としております。

なお、現在、会社法に規定する社外取締役１名、社外監査役２名を独立役員として選任しております。

(6) 当社は、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結しており、PwCあらた有限責任監査法人が会社法および金融商品取引法に基づく会

計監査を実施しております。

(7)取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会の決議に

より決定することとしております。また、監査役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の監査役の職責に応

じ、監査役の協議によって決定することとしております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は現在、社外取締役1名、社外監査役２名を選任しており、この社外役員３名はいわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員
に選任しております。一般株主の保護の立場から取締役の違法行為等を監視する体制になっており、現状の組織規模及び経営管理状況を勘案
すると十分な体制を構築できていると考えております。

この社外役員全員で構成される社外役員連絡会を原則月1回開催し、取締役会の実効性を評価しております。

しかしながら、当社は現在、独立社外取締役は１名であり、ガバナンス機能のさらなる強化に向け、当社の事業環境を理解した社外の適任者を選
任できるよう、引き続き努力してまいります。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、より早期発送に努めて
まいります。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は、すでに株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識しております。

今後も集中日を回避した日程となるよう、努めてまいります。

電磁的方法による議決権の行使
当社は、議決権を有する株主数が約7,200名であり、電磁的方法による議決権の行使対
応を行っておりません。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

当社は、議決権を有する株主数が約7,200名であり、電子的行使プラットフォームへの参
加は検討しておりません。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知の英訳については、外国人投資家株主数比率が約1.03％、株式数比率が約
5.40％であり、行っておりません。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 今後検討してまいります。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 年1回以上、説明会を実施しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年1回以上、説明会を実施しております。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 現時点では検討しておりません。 なし

IR資料のホームページ掲載 ホームページにIR資料を積極的に掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 企画・ＩＲ課

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

平成23年1月18日に、「日本ドライケミカル株式会社CSR基本方針」を制定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は環境にやさしい製品作りを通じ、社会に貢献することを基本方針としております。

限りある資源のリサイクル、再利用の観点から、消火薬剤のリサイクルはもとより、消火器
容器には一般的に使用される鉄よりも防錆性に優れ、リサイクル性にも優れたアルミを消
火器業界において量産機種に初めて採用しました。また当社の関係会社である株式会社
イナートガスセンターでは、CO2、ハロンガスの回収、再利用による循環型社会の推進に取
り組んでおります。

また、地球環境への貢献という観点から、有害物質や環境負荷物質の使用に関する法令
や規制に準拠、適合させるとともに、その削減及び排除に自主的に取り組んでおります。



ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「日本ドライケミカル株式会社CSR基本方針」を制定し、事業を通して社会へ積極的な貢献
を行うことで、お客様、株主様、従業員、お取引先様、社会とともに発展を遂げる企業を目
指すことを規定しております。

これらステークホルダーに対する情報提供は、金融商品取引法などの関連法令や東京証
券取引所が定める適時開示規則に則って情報開示を実施するとともに、投資判断に影響
を与える重要情報については、すべてのステークホルダーが平等に入手できるように努め
てまいります。

CSR活動に関する情報提供については、当社ホームページなどを通して情報開示の拡充
に取り組んでまいります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.内部統制システムに関する基本的な考え方

当社グループは、火災の報知から消火までをカバーする最強の防災プロフェッショナルとして、社会のニーズを先取りした高品質な防災機器を製
造、販売し、より安心・安全な社会インフラの構築に貢献することを目指すとともに、お客様、株主・投資家、お取引先・事業パートナー、地域社会、
従業員などのステークホルダーに対する社会的責任を果たしていくことを、社内外に宣言しております。

この原理・原則に沿って、内部統制システムを整備し、以下のとおりとなっております。

2.内部統制システムの整備状況及び運用状況

当社は会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり当社の業務の適正を確保するための体制を整備しております。

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及びその他会社の業務並びに会社及びその子会社から成る企業集
団の業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．当社を含む当社グループの役員及び使用人は会社が定めた倫理行動規範により行動しております。

ロ．取締役は、他の取締役の法令又は定款に違反する行為を発見した場合、直ちに監査役会及び取締役会に報告するものとしております。

ハ．取締役会の事務局を設置し、毎月１回の定時取締役会のほか、必要に応じて取締役会を招集し、取締役会規則の定める付議事項が適時に
上程・審議される体制とし、議案については十分な審議を可能とする取締役会資料の作成支援、議案内容の事前説明を行うことにより、取締役及
び監査役の議案の理解を促し、適法性その他の確認が適切になされることを確保しております。

ニ．当社は、代表取締役社長を委員長とし、全取締役が委員として参画する内部統制委員会を四半期に１回以上開催し、不正・不都合の防止、法
令遵守のための施策の策定を行うとともに、その実施状況を確認しております。

ホ．当社グループのコンプライアンスに係る内部通報窓口を定め、取締役の法令違反につき通報できる体制をとり、コンプライアンス体制の機能
状況をモニタリングしております。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る重要な会議等の議事録及び関連資料は適切に保存・管理しております。

取締役及び監査役は何時でもこれら文書を閲覧できる運用としております。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理に関する規程等を定め、全社のリスクを総括的に管理する体制を整えております。

当社は、代表取締役社長を委員長とし、全取締役が委員として参画するリスク管理委員会を設置し、リスク発生の都度又は今後リスクとなる可能
性のある事象を発見した場合は速やかに開催し、リスク案件の原因の特定、改善策の提案、実施など早期解決を図っております。又、定例のリス
ク管理委員会を四半期に１回開催し、リスク案件に関する協議・検討、新たなリスク要因への対応協議を行っております。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程をはじめ各種規程を整備し、各役職者の権限と責任を明確にし、適正かつ効率的な職務の執行
が行われる体制を構築しております。各役職者はその権限と責任において迅速かつ機動的な業務執行を図っております。

⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、内部監査室を置き、業務全般に関し、法令・定款・社内規程等の遵守状況、職務の執行の手続き及び内容の妥当性につき、定期的に内
部監査を実施しております。内部監査の結果につきましては、当該部署のみならず、社長、取締役他、関係部署に報告されております。

⑥子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

子会社においては、定例の取締役会が四半期に１回以上開催され、取締役の業務執行報告がなされております。その報告内容が「関係会社管理
規程」に基づき、当社管理本部長に報告され、その報告事項について、当社取締役会に報告されております。

⑦子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社が定めたリスク管理に関する規程に基づき、グループ各社でリスクを管理する体制を整えております。

四半期に1回、定期的にリスク管理委員会を開催し、グループ各社を含めたリスク案件に関する協議・検討、新たなリスク要因への対応協議を行っ
ております。

⑧子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

子会社においても、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程をはじめ各種規程を整備し、各役職者の権限と責任を明確にし、適正かつ効率的な
職務の執行が行われる体制を構築しております。各役職者はその権限と責任において迅速かつ機動的な業務執行を図っております。

⑨子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社内部監査室がグループ会社の業務全般に関し、法令・定款・社内規程等の遵守状況、職務の執行の手続き及び内容の妥当性につき、定期
的に内部監査を実施しております。内部監査の結果につきましては、社長、取締役他、関係部署に報告されております。

⑩当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

グループ会社の経営については「関係会社管理規程」に基づき、管理は当社管理本部が行っております。子会社は管理本部長に対し、定期的に
業務の報告を行い、重要案件については当社取締役会の承認を得るものとしております。又、必要に応じて子会社の取締役又は監査役として、
当社の取締役又は使用人が兼任しております。取締役は当該会社の業務執行状況を監督し、監査役は当該会社取締役の職務執行を監査してお
ります。又、当社の監査役及び内部監査室は、子会社の監査役等と連携し、子会社の取締役及び使用人の職務執行状況の監査や指導を行って
おります。

⑪監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことの要請があれば、速やかに対応するものとしております。



⑫前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役を補助する使用人に対する指揮命令権限は、その監査業務を補助する範囲内において監査役又は監査役会に帰属するものとし、又、当
該使用人の人事異動・人事評価等については、事前に監査役会の同意を必要とするものとしております。

⑬監査役の第11号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助する使用人を置く場合は、原則として専属の使用人とし、取締役の指示、命令を受けないものとします。但し、止むを得ない場
合は執行との兼務も可としますが、前号の独立性に配慮するものとします。

⑭取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

監査役は取締役会のほか経営委員会その他重要な会議に出席し取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することが出来る
ものとしております。更に取締役は監査役に対して、重要な会議の審議事項、内部監査の結果報告、財務の状況等所定の業務執行に関する重要
事項の報告を行っております。又、取締役等は監査役に対して経営に重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンス違反の発生のおそれのある事
項については、随時、報告するものとしております。

⑮子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制

グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、「内部通報規程」に基づき、当社総務人事部長に報告すると
ともに、遅滞なく監査役に報告するものとしております。

⑯前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

報告者は、当該報告をしたことにより、不利益を受けることのないものとし、万一不利益な取扱いをした場合は、当社「内部通報規程」に基づき、罰
則の対象としております。

⑰監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
に関する事項

監査役からの求めに応じ、社内規程に基づき、監査役の職務の執行について生じる費用を負担しております。

⑱その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、会計監査人及び内部監査室と情報交換に努め、連携して監査の実効性を確保しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当企業集団は、反社会的勢力による経営活動への関与や被害を防止する観点から、反社会的勢力の排除の方針として、「倫理行動規範」におい

て「私たちは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力あるいは非合法的組織に絶対関与しません」と定めており、主要な社内会議等の

機会を捉えて役員・従業員に対し、繰り返し周知徹底を図っております。社内管理体制としては、総括担当部署を総務人事部とし、反社会的勢力

の排除に関する規程により、調査・検証・排除する体制を構築しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社事業及び理念に共感し、長期に亘り当社株式を保有して頂ける株主様を確保すべく資本政策を実施してまいります。また、継続的に企業価

値を高め、株主様から満足を得られる経営を行うことにより、敵対的買収者の付け入る隙をなくすことが根本的に重要であると認識しております。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――


